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指定認知症対応型共同生活介護 

指定介護予防認知症対応型共同生活介護 

（グループホーム） 

 

 

 

重要事項説明書 
（利用案内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
社会福祉法人 のじぎく福祉会 

特別養護老人ホームのじぎくの里 
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１．事業者主体概要 
 

法人名称 社会福祉法人 のじぎく福祉会 

法人種別 社会福祉法人 

代表者名 理事長 栗原 英治 

所在地 兵庫県加古川市神野町神野１３６-８ 

電話番号 ０７９－４３８－９６９６ 

資本金（出損金） ０円 

法人理念 

理念 

 地域との連携の下に、利用者本位の福祉サービスの提

供と介護予防等在宅生活の支援に努め、地域福祉の向上

に資することを目標とします。 

 

基本方針 

１． のじぎく福祉会は、地域福祉の拠点として特色あ

る質の高い福祉サービスの提供に努めます。 

２． のじぎく福祉会は、医療機関をはじめ関係機関と

の連携に努め、利用者本位の総合的な生活支援に

努めます。 

３． のじぎく福祉会は、よりよい福祉サービスを提供

できるよう自己研鑽に努めます。 

４． のじぎく福祉会は、誇りをもって安心して働ける

環境づくりに努めます。 

他の 

介護保険関連事業 

介護老人福祉施設・介護老人保健施設・短期入所生活介

護・短期入所療養介護・通所介護・認知症対応型通所介

護・訪問介護・居宅介護支援事業（介護予防含） 

他の 

介護保険外事業 
軽費老人ホーム（ケアハウス）・高齢者生活福祉センター 
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２．施設の概要 
 

名称 特別養護老人ホーム のじぎくの里 

目的 

地域の中にある認知症高齢者グループホーム（共同生活を

営む認知症老人に対し、家庭的な環境の中で介護職員による

生活上の指導・援助を行う形態。以下「グループホーム」と

いう。）で生活する認知症高齢者に対し、日常生活における援

助等を行うことにより、認知症の進行を穏やかにし、問題行

動を減少させ、認知症高齢者が精神的に安定して健康で明る

い生活が送れるように支援し、認知症高齢者の福祉の増進を

図ることを目的とする。 

運営方針 

＊ 認知症高齢者が地域社会の中で、安全に共同生活を行う

ことを基本とし、サービスの提供を行う。 

＊ 利用者の身体的・精神的状況の的確な把握に努めるとと

もに、症状等に応じて医療機関への受診を図ることなど適

切な対応を行う。 

＊ デイサービス等の通所サービスの利用は、利用者個々の

心身状況に応じ、適切に行う。 

＊ グループホーム内の食事は、原則として、利用者と職員

が共同で調理して行うように努める。 

＊ 事故防止のため、利用者の行動特性等を十分に把握して、

安全に配慮した運営を行うように努める。 

管理者 岸本 登代子  

開設年月日 平成１５年 ９月 ５日 

保険事業者番号 兵庫県 第２８７２１００３２２号 

所在地 

電話・FAX 

〒６７１－０１２３ 

高砂市北浜町西浜７７３－３ 

電話 （０７９）２４７－９２０６ 

FAX （０７９）２４７－９２０１ 

敷地概要 

（権利関係） 
所有権 
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建物概要 

（権利関係） 
構造：鉄筋５階建 延床面積 6,005.42㎡ 

 

居室の概要 
介護老人福祉施設・短期入所生活介護・訪問介護・通所介

護・居宅介護支援事業所 

緊急対応方法 
「井野病院」・「順心病院」に連携をとり、緊急時の対応に

努める。 

防犯防災体制 

避難設備等 

の概要 

スプリンクラー設備、自動火災報知機、誘導灯、消火器を

完備 

損害賠償責任者 

保険加入者 

社会福祉法人 のじぎく福祉会 

理事長 栗原 英治 

 

 

３．職員体制（主たる職員） 
 

職
種 

基
準
人
数 

常
勤 

非
常
勤 

保
有
資
格 

研
修
会
受
講 

等
内
容 専

従 

兼
務 

専
従 

兼
務 

管理者 １ 常勤１名配置  ・管理者研修 

計画作成 

担当者 
１ １名配置 ・介護支援専門員  

介護職員 １ 
常勤１名含め、 

常勤換算数３名以上配置 

・介護福祉士 

・ホームヘルパー 

２級 

・認知症介護 

実務者研修 

・認知症介護 

リーダー研修 
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４．勤務体制 
 

昼間の体制 

３人   （ 早出 ７：００ ～   １６：００ ） 

（ 日勤 ８：３０ ～   １７：３０ ） 

（ 遅出１１：００ ～   ２０：００ ） 

夜間の体制 １人   （ 夜勤２２：００ ～ 翌朝 ５：００ ） 

５．利用状況 
 

利用者数 
利用者数 ９名 （ユニット数 ： １ユニット） 

（総定員   ： ９名   ） 

要介護度別 要支援２以上 

 

 

６．ホーム利用にあたっての留意事項 
 

・ 備え付けの器具等は大切にご利用ください。破損された場合は

保証金より差し引かせていただきます。 

・ 必要な物以外の持ち込みは極力避けてください。（馴染みのある

物で、居室内における物ならば持込可能です。） 

・ ホーム内での宗教活動、政治活動、営利活動等はご遠慮くださ

い。 

・ ペットを連れてのご利用は衛生上の問題からご遠慮ください。 

・ 他の利用者に対する迷惑行為はお控えください。 
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７.サービス及び利用料等 

基本単価（各要介護度別料金表） 

介護度 単位数（１日あたり） 月単位数（３０日） 

要支援２ ７６１単位 ２２，８３０単位 

要介護１ ７６５単位 ２２，９５０単位 

要介護２ ８０１単位 ２４，０３０単位 

要介護３ ８２４単位 ２４，７２０単位 

要介護４ ８４１単位 ２５，２３０単位 

要介護５ ８５９単位 ２５，７７０単位 

※ 地域加算：７級地（１単位＝１０,１４円） 

 

その他の加算 

項目 単位数 単位数 

初期加算 ３０単位/日 ９００単位（３０日） 

サービス提供体制強化加算 Ⅰ ２２単位/日 ６６０単位（３０日） 

サービス提供体制強化加算 Ⅱ １８単位/日 ５４０単位（３０日） 

サービス提供体制強化加算 Ⅲ ６単位/日 １８０単位（３０日） 

利用者の入院期間中の体制 
２４６単位/

日 
1月に 6日を限度 

口腔衛生管理体制加算 ３０単位/月 

協力医療機関連携加算 １００単位/月 

高齢者施設等感染対策向上加算 Ⅰ １０単位/月 

高齢者施設等感染対策向上加算 Ⅱ ５単位/月 

介護職員等処遇改善加算 

（所定単位数に右記の加算率を乗じる） 

Ⅰ １８．６％ 

Ⅱ １７．８％ 

Ⅲ １５．５％ 

Ⅳ １２．５％ 
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※「初期加算」は入居日から 30日、また医療機関に 1か月以上入院

後、退院して再入居する場合に算定されます。 

※サービス提供体制強化加算につきましては、職員の資格や勤務年

数用件で変更されます。 

※介護職員等処遇改善加算につきましては、取得要件により変更さ

れます。 

介護保険適用分以外の自己負担 

項目 金額 備考 

保証金 ２００，０００円 
退去時に修繕費を頂き残金を返

金いたします 

住居費 ６０，０００円  

食材費 
３９，０００円 

（日額１，３００円×３０日） 
 

水道光熱費 
２４，０００円 

（日額８００円×３０日） 
 

日常生活管理費 ２，０００円（月）  

※医療費・日常生活品・おむつ代・理美容代等は別途実費となります 

※希望者のみ、寝具リース代が上乗せされます。 

 

※自己負担金については、世情、景気動向等により変更することが 

 あります。変更する際は事前に連絡し同意書等を頂くこととなり 

 ます。 
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※ 介護保険制度改正などで単位・加算体制の変更が生じた場合

には、予め文書でお知らせのうえ、必要と認められた単位等に

関して利用者または家族等に説明し、円滑にサービス提供がで

きるように努めます。変更内容に同意いただける場合は、本契

約書及び重要事項説明書の一部の変更を示す書類を提示し、そ

れに署名押印をいただくことで契約更新をします。 

※ 介護給付の対象とならないサービス利用料金について変更を

行なう場合は、事業者は契約者に対して、１ヶ月前までに説明

をしたうえで、当該サービス利用料金を変更します。 

○ 利用料金のお支払い 

 利用料金は月締めで１か月単位の請求です。 

 当月に前月利用分の請求書をお渡ししますので、２０日までにお

支払いください。 

 支払いには、以下の３つの方法があります。 

 

【支払い方法】 

①  のじぎくの里への窓口お支払い 

（平日午前８時３０分から午後５時３０分まで） 

② 金融機関への振込み 

 下記口座へ契約者名でお振込みください。 

   但陽信用金庫 大塩支店 普通預金 ５０９８８２４ 

（名義人）特別養護老人ホーム のじぎくの里  

施設長 中條 あゆみ 

 ※ 振込み手数料は契約者にてご負担願います。 

③ 口座引き落とし 

契約者が但陽信用金庫の口座をお持ちの場合「たんよう自動振替

サービス」（口座自動引落）をご利用いただけます。 

 詳しくはのじぎくの里職員におたずねください。 

 

※ 1ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数

に基づく日割り計算とします。 

※ 利用料金の負担については、契約者以外に身元引受人の方に連

帯保証人として請求することがあります。ただし、連帯保証人の

署名を義務付けるものではありません。 
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８．入居中の医療の提供について 
 

 医療を必要とする場合には、契約者の希望により下記協力医療機

関において診察や入院治療を受けることができます。 

 

※ 下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保障するものでは

ありません。 

※ 下記医療機関での診療・入院治療を義務付けるものではありま

せん。 

※ 医療費は、契約者側で直接、各医療機関にお支払いください。 

※ 入院に伴い、必要となる介護等については、当施設では対応で

きません。 

名称 三木医院 順心病院 山下歯科診療所 

所在地 
高砂市高砂町北本町

1133-2 

加古川市別府町 

別府 865-1 

姫路市別所町佐土 

1丁目 134 

診療科 

・内科 

・小児科 

 

 

・内科 

・外科 

・脳神経外科 

・小児科 

・胃腸科 

・循環器科 

・耳鼻咽喉科 

・放射線科 

・整形外科 

・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 

 

病床数：１７４床 

・歯科 

 

９．苦情受付について 
当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

＜苦情受付担当者＞ 

（管理者）岸本 登代子 

（受付）月曜日から金曜日 午前８時３０分から午後５時 

    電話 ０７９-２４７-９２０６  

FAX  ０７９-２４７-９２０１ 
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＜第三者委員＞ 

  宗行 正明  電話 ０８０-３１３７-５５２９ 

  中村 昌由  電話 ０９０-７７６２-９３５０ 

＜行政機関＞ 

  高砂市 介護保険課 電話 ０７９-４４３-９０６３ 

＜苦情解決責任者＞ 

（施設長）中條 あゆみ 

 なお、苦情の受付窓口は、受付担当者となります。また、第三者

委員も直接苦情を受け付けることができます。さらに第三者委員は、

苦情解決を円滑に図るために双方への助言や話し合いへの立ち会い

などもいたします。 

 苦情解決責任者は、苦情の申し出をされた方と話し合いによって

円滑な解決に努めます。 

 

令和   年   月   日 

 指定認知症対応型共同生活介護のサービス提供の開始に際し、本

書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

 事業者    社会福祉法人のじぎく福祉会   

 事業所名   特別養護老人ホームのじぎくの里 

 説明者    職名 

 氏名                     印 

 

 私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受けたこと

を確認します。 

 

 利用者     

住所 

 

        氏名              印 

 

 契約者      

住所 

 

        氏名              印 
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       （利用者との続柄       ） 

 

 身元引受人 （契約者と兼ねる場合は同上のみ記載） 

 住所 

 

        氏名              印 

       （契約者との続柄       ） 

 

 連帯保証人 

        住所 

 

        氏名              印 

 

 


